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幕末期における商人移動の人口地理学的分析

一一横浜開港に伴う豆州下回欠之品売込人の転入経緯と世帯構成の変遷

1.はじめに

II. 下回における欠乏品売込人の取引活動

(1) 開国と欠乏品売込人

(2) 下回鎖港と横浜移住

III.横浜における下回出身商人の貿易活動

(1) 開港と蓋物輸出の挫折

(2) 居留地貿易と世帯構成の変遷

N.おわりに

1 .はじめに

本稿は，開港都市・横浜に移住してきた

人々の転入経緯を再検討する試みの一環とし

て，下回出身の商人を採り上げ，移住以前に

おける欠乏品売込人としての活動，移住の目

的，移住後の行動を追跡調査するとともに，

彼らに雇用された奉公人層の横浜への転入経

緯を貿易活動の変遷に沿って分析することを

目的としている。

開港当初における幕末期の横浜商人の転入

経緯については，福地源一郎の『懐往事談Jll)

以来，幕府に勧誘されて移住した都市問屋商

人や御用商人と，自ら進んで、出庖してきた地

廻経済圏出身の在郷商人や官険投機商の，大

きく 2つに分類される。例えば，高村直助が

研究した石炭屋2)や西川武臣による伊勢屋町

は前者の，石井孝の甲州屋4)や谷本雅之によ

る綿布引取高5)は後者の事例と区分される。

鷲崎俊太郎

このような解釈は『横浜市史』においても継

続されており，下回商人の場合は江戸や神奈

川の商人と同様に幕府によって横浜への移住

を勧誘されたと述べられているめ。

下回商人が，他の商人と性格を異にする点

は，彼らが開国後下回で欠乏品売込人という

ポストに就き，外国人と欠乏品の取引を実施

していたことにある。後述するように，下回

は日米和親条約を機に蒸気船内の欠乏品を補

給する寄港地として聞かれた港である。欠乏

品には，薪水，食料，石炭に限らず，反物，

塗物なども指定されている。そして，欠乏品

を唯一外国人に販売できた者こそ，開港後横

浜へ移住する下回の欠乏品売込人であった7)。

下回商人の存在は，これまで横浜商人の研

究史上で部分的に確認されている o 例えば，

石井寛治はイギリス商社のジャーディン=マ

セソン商会の事例に即して，外商による開港

当初の横浜における生糸取引が元治元年

(1864)度以降，前貸による産地買付方式から

生糸売込商の仲介による横浜市場での現金仕

入方式へと変換していく実態を明らかにし，

そのような有力売込商の中に阿波屋万太夫や

橋本屋弥兵衛といった下回出身商人が含まれ

ていたことについても触れている。

しかし，石井も述べているように，幕末期

における横浜生糸売込商の実態を明らかにし

た研究は極めて乏しく，大半の売込商に関し
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ては，名前程度しか判明していない8)。ま

た，当時の主要売込商においても，関心が持

たれてきたのはその営業の実態についてで、あ

り，彼らが横浜へ進出してきた経緯や，横浜

屈における従業員や奉公人の構成およびその

採用という観点からは，ほとんど何も解明さ

れていない。前述の高村論文は，明治期に横

浜財界の重鎮として成長する石炭屋を例に，

幕末・維新期における横浜売込商の経営形態

を詳しく分析した点で貴重な研究である。同

論文では，帳簿類をもとに，石炭屋で従事す

る唐員の名前や給金の前貸の存在などが確認

されるが，彼らが石炭屋で雇用される経緯は

触れられていない9)。

そこで，本稿の課題は，開港初期における

下回商人の横浜移住を一連の横浜商人の転入

経緯の中に位置付けるとともに，同時期に横

浜へ移住してきた奉公人層についても，その

転入経緯を体系化させることにあると言えよ

ワ。

こうした課題を検討する手段として，本稿

では商人の移動という視点を以って分析す

る。徳川時代における人口移動研究は，歴史

人口学の中でも出生，死亡，結婚と比較して

常に立ち遅れていたが，この 1~2 年間に限

ると研究蓄積がめざましかった分野であ

る10)。特に，これまで移動研究の対象地域は

西高東低に偏重していたが11) 近年の研究は

東日本の諸地方を題材としているため，移動

研究のケーススタディが面的に拡大し， 日本

全国をカヴァーする方向にある。

それでは，最近の人口移動研究が従来の研

究のフレームワークを踏み越えてきたといえ

ば，決してそういうわけではない。従来の人

口移動研究は，主に農村ないしは山間部にお

ける町場山を背景として，ある地点におけ

る転出入人口の状況をタイムシリーズに分析

し，時期区分ごとにその特徴を捉え，農村か

ら町場へ，町場から都市へと順送り的に農民

が移動したことで，死亡率が高い都市におい
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ても人口の維持が見られたことを重点的に明

らかにしてきた問。しかし，特定の人物を採

り上げて，居住地の転出から新天地の転入に

至るまでのプロセスを追跡調査したり，ある

いは商人や漁民の移動を対象として，昨今研

究の充実が顕著な近世流通史・海運史14)と

絡めて議論を拡大させていくことは，これま

でほとんど見られなかった15)。

こうした研究動向を生み出してきた背景に

は，基礎史料である宗門改帳の性格が大きな

影響を与えている。すなわち，奉公・出稼と

いった人口移動を捉えるためには，一般的に

個人行動追跡調査が最も効果のある方法だと

調われる。しかし，この調査方法は，宗門改

帳に対して統計的処理に耐え得るだけの連続

残存期間の長さと記載項目，内容の豊富さが

要求される点で，一般化されにくい16)。

そこで本稿では，人別帳を補完する史料と

して，地方文書に残された日記や上申書を駆

使することにより，少なくとも移動時期や移

動理由の認識が可能であり，具体的に移動主

体の行動と目的を明らかにできると判断して

いる。最近の近世人口動態研究では，こうし

たフレームに基づいた分析も見受けられる

が17) 当面の課題としてその結果が近世日本

史や歴史地理学にどう位置付けられるかが残

されている。

本稿で使用する横浜町の「五丁目人別帳」聞

の特徴は，以下の 3点に集約される。第 1

に，慶磨、2年(1866)の大火以前における横浜

市街地の人口構造を把握できる現住地主義の

史料である。第 2に， 1865~66年の 2 箇年分

にわたって，幕府から土地を拝借した地所拝

借人や，彼らから家屋を借用していた借家人

はもちろん，奉公人個々の出身地を町村レベ

ルまで掘り下げて，正確に把握できる o 第 3

に，奉公人によってはその請人の名前も併記

されている。

同人別帳によると，横浜町五丁目の人口は

元治 2年(1865)の時点で662人，さらに幕府



から横浜町五丁目の地所を拝借したものの，

実際には国元に居住していた国元住宅人が36

人記載されている 19)。これを出身地別に分析

してみると，江戸 (215人)と武州 (158人)， 

信州 (42人)に続いて，豆州出身者 (38人)

が占める 20)。そのうち 1人を除いて全員が

賀茂郡下田町の出身で、あった。

同じ「五丁目人別帳」を利用した西川武臣

の研究21)は，横浜への急激な人口流入を市

街地発展や町政成立と絡めて議論する点で，

横浜における人口転入研究の先駆と位置付け

られる。だが，転入者の出身地分析に関して

は，各階層を全て一括して分析してしまった

上に，国別に留まって町村レベルまでは語っ

ていないため，さらに検討していく余地があ

る。

以上を踏まえて，本稿では玉丁目人別

帳」と「下田市史』資料編3を主な史料とし

て，下回商人が横浜に移住することになった

経緯を，転入元である下回側の日記や諸史料

と，転出先である横浜側の人別帳や人名録と

を照合させて追跡調査することを第 1の目的

とする。続いて，下回商人が横浜で奉公人を

採用するプロセスを，彼らの貿易活動の変遷

に基づきながら分析することを第2の日的と

する。

II.下回における欠乏品売込人の取引活動

(1) 開固と欠乏品売込人

まず，下回商人が横浜移住前に行っていた

欠乏品売込活動と，彼らの横浜移住の背景に

ついて考察してみよう。そのために，下回開

国を世界史的に位置付けておくことが懸命で

ある。

ペリー来航は，交通・通信革命によって急

速に展開した世界経済の一体化という歴史の

うねりの中で、の出来事で、あった。 19世紀初頭

から急速な工業発展が見られたアメリカで

は，灯の原料である鯨油確保のために北太平

洋捕鯨業が発展し，蒸気船の技術的発達と相

侠って日本近海にも捕鯨船が出没するように

なった。ペリーは日本に対してこうした蒸気

船への燃料と食料を補給する港を聞き，遭

難・避泊時における自国民の生命・財産の保

護を要求してきた22)。

嘉永 7年(1854)3月に神奈川で日米和親条

約が，同年5月に下回で同条約附録(下回条

約)が調印された結果，下回はアメリカ船へ

の薪水・食料・石炭および欠乏品の補給港と

して開港された23)。条約には欠乏品の具体的

品目について記されていないが，絹布・縮

緬・嬬子類，塗物類，瀬戸物・硝子類，細工

物・提燈類，海草・貝類細工物の類が相

渡し候品」として一定の条件のもとで供給さ

れた24)。

開国当初は御用所内にて取引が行われてい

たが，下回条約調印後，御用所幕吏役宅と並

んで欠乏所が設置された。欠乏所では，幕府

が指定する欠乏品売込人が日米聞の取引に従

事した。しかし，下回町民といえども特許を

取得した商人以外は，日本役人の仲介を通じ

て欠乏所で外国人と売買することは禁止され

ていた。欠乏品売込人には，下田町民11人25)

と箱根商人 1人26)が任命されている。その

中で，本稿において重要な人物を挙げてみる

と，のちに横浜へ移住した綿屋吉兵衛，橋本

屋弥兵衛，阿波屋万太夫，立野屋源助，大川

屋善兵衛，浦賀屋幸助の 6人となる。

彼らが欠乏品売込人に任命された背景に

は，幕藩体制の後半期を地方の側から支えて

きた有力商人で、あったことが挙げられる(図

1 )。ここでは，綿屋と阿波屋を例にとって，

その足跡を辿ってみよう。

綿屋吉兵衛に代表される廻船問屋は， I日来

の番所機能に寄生した廻船改の下役人の判鑑

問屋とは異なり，近世後期に江戸一大坂聞を

往復する南海路を廻漕し，物資の輸送と販売

を専業とする代表的な商人で、あった27)。吉兵

衛は安政期に700~1 ， OOO石積の廻船を11般所

有し，大坂や桑名からの御城米や豆州産の石
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西国各湊

欠乏品売込人
綿屋吉兵衛橋本屋弥兵衛阿波屋万太夫

立野屋源助大川屋善兵衛浦賀屋幸助

竺B3i@iム
立野屋弁蔵橋本屋忠兵衛伊豆屋冨太郎

⑩ 

豆州内漁村

下回奉行

J 
人

屋

商

問

戸

物

江

塗

異国船・ハリス

当事者 行為

① 下回奉行→下回商人 天草・海産物の採取権，欠乏品売込人任免権

② 下回商人→下回奉行 運上金，船宿の提供

③ 西国各湊→下回商人 廻船，御城米・木材・塗物の運搬

④ 下回商人→西国各湊 廻船，天草運搬

⑤ 下回商人→江戸商人・塗物問屋 廻船，御城米・木材運搬，欠乏品・塗物の注文

⑥ 江戸商人・塗物問屋→下回商人 廻船の預託，欠乏品・主義物の納入

⑦ 異国船・ハリス→下回商人 欠乏品・塗物の需要，代銀の支払

⑧ 下回商人→異国船・ハリス 欠乏品・塗物の供給

⑨ 駿府商人・箱根商人→下回商人 塗物の売込

⑩ 下回商人→豆州内漁村 天草・アワビ・サザエの買付

図1 下回商人の欠乏品売込人活動(1854-1859年)

材・木材・木炭を江戸へ廻漕していた。ま

た，水戸藩の御用材木を清水湊から江戸へ運

送する役目も果たしていた28)。こうした下回

の廻船問屋は，江戸一大坂聞を往復する南海

路の廻j曹を専業としていたのである 29)。

また，下回では天草の採取が古くから行わ

れており，寒天市場が全固化した近世後期か

ら商品としての取引が活発化した。綿屋吉兵

衛と江戸小舟町(東京都中央区日本橋小舟町)

商人の大坂屋藤兵衛は，文化 6年(1809)前後

に水野出羽守沼津藩領の豆州賀茂郡稲取・白

浜両村(静岡県賀茂郡東伊豆町稲取および静

岡県下回市白浜)の天草買付権を手に入れ，

利益の一部を運上金として納入していた30)。

以降，沼津藩は両村の天草について，運上金

請負の形態で吉兵衛にその買付を委任してき

た。吉兵衛は，天保9年(1838)における入札

の結果，両村の天草買付権を紀州藩に奪われ

たが31) 安政期以降も幕府領の須崎村(静岡

県下回市須崎)における天草と，伊豆東浦・

南浦の特産物であるアワビのそれぞれの買付

権を保有し続けている 32)。

下田町は，江戸の需要を充たす特産物の供

給地とともに，南海路の風待湊としても活路
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を見出しているお)。南海路の要衝である伊豆

の海岸には，しばしば難破船の漂着が見られ

た34)。そこで，幕府と諸藩は，下回の廻船問

屋を御用船宿に任命して，藩御用船の遭難処

理に当たらせていた。阿波屋は，こうした船

宿のひとつでお日露和親条約の修正交渉の

際には，幕僚の宿泊先に指定されているお)。

吉兵衛をはじめとする商人仲間が，西伊互

の漁民とも懇意を結んでいたことも明らかに

されている。豆州君沢郡小海村(静岡県沼津

市内浦小海)の名主役増田家の七兵衛が，弘

化 3年(1846)12月に同村を支配する小田原藩

から下回湊の異国船御固御用達の内意を請け

た際には，以前から増田家と取引関係のあっ

た吉兵衛をはじめとする下回商人たちと相談

した上で，藩にその任務を受ける申し出をし

ている。七兵衛が翌年間 4月に藩命のため下

回入りすると，吉兵衛はじめ商人仲間は米，

味噌，薪，塩など必要な物資を購入して，七

兵衛の上申に対する準備を整えていたのであ

る37)。さらに，安政6年(1859)3月にオラン

ダ船が下回に入津すると，第一報が吉兵衛か

ら小田原藩へ通達され，その知らせに基づい

て同藩から増田家へ出陣の連絡が出され

た38)。

このように，綿屋・阿波屋に代表される下

回商人は，開国以前より伊豆半島の東西沿岸

の漁村に対して甚大な影響を及ぼしていた地

方有力商人であると同時に， 19世紀以降南海

路の物流という側面から後期幕藩体制を支え

てきた新興の廻船問屋で、あった。

図 1は，欠乏品売込人の活動を簡略して表

現したものである。欠乏品の中で，外国人が

特に所望していたのは，塗物・瀬戸物・小間

物の類である。欠乏所内が塗物の凍列で賑

わっていた様子は， }I[路聖諜39)やハリス40)

の各日記からも理解できる。 19世紀以降，会

津や駿河など地方塗物産地では，地方領圏内

で不自由している薬種・唐本など長崎で塗物

と交易して入手するため，直接的な長崎貿易

が開始されていた41)。つまり，下回での取引

において漆器の重要性が向上した背景には，

開国以前から産地塗物商人が塗物を交易品の

対象として選定した供給側の総意が読み取ら

れる。

塗物を仕入れるルートには，駿府商人42)

や箱根商人的による直送と，江戸塗物問屋

を介する仕入網44)の2種類が存在していた。

どちらの場合にしても，塗物商側が下回まで

足を運び，欠乏品売込人に塗物を販売してい

た。仕入れられた塗物は，欠乏品として下回

商人から代銀と引き替えに外国人の手に渡っ

た。

欠乏品売込人は， 1856(安政 3)年 7月から

約 3年間，下回に滞在したタウンゼンド・ハ

リスやその周辺人物に対しでも，重要な役割

を果たす位置にあった。来日初年の 9月，ハ

リスが歩行困難という名目で下回奉行へ駕寵

を注文した際には，奉行が欠乏品売込人を通

して江戸の職人に製作するよう申し付けてい

る45)。また，通弁官ヒユースケンや中国系の

使用人46)は，呉服屋の立野屋源助へ頻繁に

半天羽織の仕立や反物を注文していたことが

明らかになっている47)。

(2) 下回鎖港と横浜移住

安政5年(1858)6月19日に締結された日米

修好通商条約を契機に，下回には衰退への転

機が訪れ始めた。同条約では，翌年6月に開

港する神奈川(横浜)に新しく外国人居留地

および貿易関係に携わる日本人商人の居住地

が建設されることになったと同時に，横浜開

港の 6か月後に下回鎖港が規定されたからで

ある。

そこで，下回商人は，開港 3か月半前の

1859年 2月19日，横浜移住の決意を表明し

た。史料 1は，彼らが町年寄に対して横浜へ

の移住を初めて歎願した文書である。この歎

願書は同日，史料2にあるように町年容を通

じて奉行へ提出されている。
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【史料1]

乍恐以書付奉願上候

一，下回町吉兵衛始外十六人之者共一同奉願

上候，去ル寅年(安政元年(1854))以来当港

御開ニ相成，追々黒船江欠乏品食料等売込候

義土地繁栄可相成与一同難有奉存罷在候処，

今般神奈川表転港之趣既ニ御触も有之奉承

知，就市者土地追々衰微仕候儀与一同力を失

ひ悲歎罷在候義，乍恐御賢慮奉願上侯，依市

其外手段も無御座候ニ付可相成御義ニ御座候

ハ::"，神奈川表ニおいて相応之地所欺又者売

込御場所ニ而も下田町之分ニ拝借被仰付被下

置候様仕度，左候得者是迄売込被仰付罷在候

前書之者共出稼仕度，此段奉願上候，何卒出

格之御仁他を以右願之趣御聞済被下置候様仕

度，此段一同連印を以奉願上候，以上，

安政六未年二月十九日

(諸島屋)吉兵衛 (橋本屋)弥兵衛

(綿屋)庄兵衛 (綿屋)伝七

(木綿屋)清蔵 (綿屋)喜兵衛

(立野屋)源助 (阿波屋)万太夫

(大川屋)善兵衛 (浦賀屋)幸助

(下回屋)市左衛門 (杉本屋)弥兵衛

国八 (平野屋)久七

五郎吉 (立野屋)弁蔵

与吉

前書通奉願上度段申出候ニ付，奥印仕奉差上

候，以上，

(付筆)名主半兵衛

「宛名なし」様48)

【史料2】

乍恐以書付奉願上候

一，下田町役人共一同奉願上候，去寅年

(1854年)以来当港御開ニ相成，追々土地繁栄

可相成者一同難有奉罷在候処，今般神奈川表

御転港之趣，既ニ御触面も有之奉承知，就而

者土地追々衰微仕候儀眼前之儀与老若共一同

カヲ失ひ悲歎罷在候義，乍恐御賢慮奉願上

候，元来当町(下田町)之儀去ノレ酉年(嘉永

2年 (1849))以来異国船渡来，又者近海奔走

致候時々所入用彩敷相掛り，就中寅年 (1854

(安政元)年)水災後巳来借財莫太相嵩，縁拾

八ヶ町ニ而未タ三千両余之大借其侭相成居，

此上如何勘弁仕候而も相凌可申様無御座，一

同心痛仕候，依之外手段も無御座候ニ付可相

成御儀ニ御座候ハ h 神奈川表ニおいて別紙

願之通相応之地所欺又者売込御場所ニ而も下

田町之分ニ拝借被仰付被下置候様仕度，左候

得者吉兵衛始外十六人の者共差向遣シ申度，

猶また身元髄成者出稼願出候儀も有之候

ハ入其節奉願上可奉御下知請，何れ彼地ニ

おいて欠乏品食料品売捌方為仕，右売高之内

ヨリ積金仕，当表借財向償候ハ〉往々士地回

復之場合ニも至り可申哉，何分此侭開港相成

侯而者下田町者勿論別紙名面之もの共一同難

立行，必至与難渋仕候間，出格之御仁他を以

右願之趣御聞済被下置候様仕度，此段一同連

印を以奉願上候，以上，

安政六未年二月十九日

下田町年寄茂兵衛同 治兵衛

同 幸助同 久次郎

同 重五郎同 清吉

岡林右衛門名主半兵衛

(付筆) I宛名なし」様49)

史料 lより，横浜移住に連署した17人のう

ち，前半の12人は欠乏品売込人で構成されて

いる。また，後半の残り 5人の中には，立野

屋源助の親族で，ともに横浜に移住する立野

屋弁蔵が含まれている。

史料 1~2 によると，下田町内は開国した

1854年以降，異国船に欠乏品や食料を売り込

んで繁盛した反面，しばしば所入用を多額に

徴収されていた。そこへ追い打ちを掛けるよ

うに，同年11月4日甲寅大津浪と呼ばれる大

災害が発生し，家屋約900軒の壊滅，数百人

の溺死者という壊滅的被害に見舞われた。

他の文献を見ると，綿屋吉兵衛を始めとし

て，欠乏品売込人も甲寅大津浪によって甚大

-10一



な被害を蒙ったことがわかる。例えば，浦賀

屋幸助が居住する大横町通では，家屋38~39

軒ほどが辛うじて被害を免れたが，中原町の

綿屋吉兵衛宅，池之町の立野屋源助宅，新田

町の綿屋庄兵衛宅は一瞬にして土蔵だけを残

して全てが崩壊した。

吉兵衛の被害は，それだけに留まらなかっ

た。廻船 4~5般が座礁し，天草・アワビ・

サザ、エの勘定書2か年分が流失したたため，

運上金を納付できない状態に陥っていた問。

こうして，下田町内では借財が一気に増加

し， 3，000両余が返済不能と化したのであ

る51)。

下回商人が借金返済に苦しんでいたのは，

駿府や江戸の塗物商人に対して，仕入代が滞

納していたことからも理解できる。駿府商人

から見れば，下回は甲寅大津浪によって駿府

と比較すると全く人気が無いほど閑散として

いた。加えて下回商人からの代金支払が何度

も遅滞して駿府商人に仕入金が入金されない

ため，彼らは大きな不利益を豪らされていた

という 52)。そのため，彼らは，今後下回商人

から塗物の注文があったとしても，代金支払

延滞の可能性があることを考慮して，塗物を

制作，販売しないと，売込に慎重的な態度を

表明している。

他方で，江戸塗物問屋の藤木屋喜兵衛53)

も，阿波屋万太夫と大川屋善兵衛へ塗物を販

売していたが， 1859年末の下回鎖港を目前に

してその代金を回収できずにいた。そこで藤

木屋は，口入人を下回へ派遣して阿波屋と大

川屋から金5両3分と銀2匁を徴収し，返済

の残金20両は翌年からの 7か年賦を以って皆

済させるよう，証文を作成している54)。

こうした事態をなんとか打開する秘策とし

て，下回商人は一同で横浜に移住し，その売

込高から積立金を供出して下回の借金返済に

充てることを考え付いた(史料 1~ 2)。した

がって下回商人の横浜移住はIi'横浜市史』で、

述べられているような幕府による勧誘に基づ

11 

くものではなく 55) 下回復興をスローガンに

して，町役人の後援を受けた自発的，かっ積

極的な目的の上に成立していた。

m.横浜における下回出身商人の貿易活動

(1) 開港と塗物輸出の挫折

史料2で示した歎願書は，売込人惣代の浦

賀屋幸助と年寄鈴木清吉によって 3月12日に

外国奉行水野忠徳邸へ届けられた。書状は22

日正式に受領されたが，神奈川表の地所拝借

に対する願込人が予想以上に多かったために

町割地所が貸し尽くされてしまい，もはや場

末に位置する太田町新田のうち戸部村地内の

地所しか残されていなかった56)。ちなみに駿

州商人は，前年10月末に異国船直交易の出願

を駿府町奉行の添翰を付けて外国奉行に提出

し 4か月後の 2月に横浜出唐の許可を申し

渡されていた57)。

年寄一同は当惑していたが，神奈川奉行組

頭脇屋卯三郎と向奉行支配調役三坂益輔の配

慮によって，下回商人のために横浜町玉丁目

裏通(のち弁天通)北側の地所 1か所(図 2) 

が上地されることになり 58) 25日清吉と源助

は下回に帰国した問。こうした粁余曲折を経

て，横浜の日本人居留地に下回商人拝借の地

所が誕生することになった。

ここで問わなければならないのは，長年地

方商人として権勢を揮ってきた有力商人自身

が，住み慣れた郷里を去って新天地へ移転す

ることが果たして可能だったのか，という問

題である。というのも，開港6年後にあたる

1865年の人別帳60)では，下回出身の地所拝

借入のほとんどが，国元住宅人という立場に

あったからである(表1)。この問題を解決す

る手段として，本稿では 2通りの行動パター

ンを仮定してみた。

第 1は，欠乏品売込人自身も開港に合わせ

て横浜へ移住するものの，遅くとも1865年ま

でには下回へ帰国してしまったというケース

である。その根拠になる出来事として，文久
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表 1 元治・慶磨、期の横浜における下回商人の世帯構成 (1865~66年)

綿屋吉兵衛家

続柄 名前 1865 1866 出身地

地所拝借入 吉兵衛 国 豆州賀茂郡下田町

地所拝借人 政吉 42武州両麗郡川越町

庄支配人 政吉 41 武州両麗郡永田村

召仕 彦兵衛 251 26 上総長柄郡一宮本郷村

召仕 鉄次郎日1L23 江戸神田黒門町

阿波屋万太夫家

続柄 名目リ 1865 1866 出身地

地所拝借入 万太夫 国 豆州賀茂郡下回弥次川町

地所拝借入 五兵衛 42上州勢多郡新川村

活支配人 五兵衛 41 旦州賀茂郡下田町

五兵衛妻 きま倍よ) 441 45 註 3参照

召仕 平助 361 37 上州勢多郡新川村

召仕 善助 29 上州勢多郡新川村

召仕 竹次郎 19 上州勢多郡新川村

橋本屋弥兵衛家

続柄 名前 1865 1866 出身地

地所拝借入 弥兵衛 国 国 旦州賀茂郡下田町

底支配人 勝蔵 31 具州賀茂郡下田町

府支配人 定七 44上州山田郡桐生新町

召仕 重兵衛 36 王王州賀茂郡下田町

召仕 卯之助 31 上州佐位郡伊勢崎町

召仕 貞三郎 24 野州梁田郡八幡村

召仕 長七 25旦州賀茂郡下田町

召仕 百次郎 31上州勢多郡駒方新田

召仕 政次郎 20野州足利郡足利町

召仕 助八 24上州佐位郡武土村

召仕 善兵衛 」 ~ 上州山田郡大間々村

立野屋弁蔵家

続柄 名前 1865 1866 出身地

弥兵衛庖 弁蔵 301 31 豆州賀茂郡下田町

弁蔵妻 みつ 231 24 旦州賀茂郡下田町

弁蔵娘 いそ 5 6旦州賀茂郡下田町

弁蔵枠 久太郎 2 3旦州賀茂郡下田町

召仕 露次郎 291 30 旦州賀茂郡下田町

立野屋源助家

続柄 名前 1865 1866 出身地

地所拝借入 源助 国 国 豆州賀茂郡下回池之町

底支配人 吉太郎 201 21 旦州賀茂郡下田町

同居 富吉 28 旦州賀茂郡下田町

昌吉妻 みつ 26 旦州賀茂郡下田町

召仕 亀次郎 271 28 旦州賀茂郡下回町

召仕 藤吉 261 27 旦州賀茂郡下田町

召仕 豊吉 141 15 旦州賀茂郡下田町

請人

新兵衛

陽斎

政兵衛

請人

橋本屋勝蔵

計指等兵衛l

吉村屋百助

吉村屋百助

詩人

伊豆屋冨太郎

阿波屋五兵衛

伊兵衛

立野屋弁蔵

立野屋弁蔵

貞助

請人

伊豆屋冨太郎|

伊兵衛

請人

立野屋弁蔵

大川屋善兵衛家

続柄 名前 1865 186同出身地 請人

地庁序何昔人 善兵衛 国 旦州賀茂郡下田町

地庁静借入 1台助 40相州足柄下郡小田原宿 畑陪六左衛門

応支配人 治助 39 相州足柄下郡小田原宿 畑陪六左衛門

治助妻 やゑ 311 31 相州足柄下郡小田原宿

治助枠 東太郎 91 10 相州足柄下郡小田原宿

召仕 彦八 221 23 相州足柄下郡小田原宿 立野屋吉太郎

召仕 イ云吉 181 19 相州足柄下郡小田原宿

伊豆屋富太郎家

続柄 名前 1865 1866 出身地 請人

地所柄昔人 冨太郎 181 19 旦州賀茂郡下田町

同居 徳三郎 301 31 旦州賀茂郡子補村

召仕 儀兵衛 33 旦州賀茂郡下田町 立野屋弁蔵

召仕 竹次郎 221 23 旦州賀茂郡下田町 立野屋弁蔵

召仕 松太郎 291 30 旦州賀茂郡下田町

召仕 菊蔵 221 23 旦州賀茂郡下田町

召仕 松之助 19 上総天羽郡竹ヶ岡村

召仕 清吉 131 14 江戸深川永代寺門前仲町

出典) ・小野忠秋家文書「本町五丁目人別帳J1865~ 1866 (元治 2~
慶謄2)年(横浜開港資料館蔵，番号 1~2)o 

・横浜市史編集室「横浜商人録J (上)・(下)，横浜市立大学

経済研究所『経済と貿易』第64~65号(1954年10月 ~1955

年2月)，所収。

註 下回出身の医師については，記載を省略した。

2 表3中の '1865J列は1865年の年齢， '1866J 7lJは1866年

の年齢を表す。

また空欄は，横浜町五丁目に居住していなかったことを

示している。

「匡JJは国元住宅人であり，横浜町五丁目の人別帳に記

載されていても，実際には国元に居住していた者を表す。

3 阿波屋五兵衛夫妻の出身地について。

1865年は豆州賀茂郡下田町， 1866年は上州勢多郡新川村

と記載されている。

4 畑宿六左衛門は相州箱根畑宿出身。畑宿では特産物の塗

物を下回の欠乏所で販売していた。

5 請人の空欄は記載がなかったことを示す。また特定の人

物と断定できるま青人には屋号を付けた。
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3年(1863)12月の生糸密貿易事件がある。す

なわち，幕府による輸出制限のため閉塞して

いた生糸市場の打開策として約50人の横浜商

人が密輸を企図したところ，幕府に漏洩して

捕縛され，結果として居留地から撤去するこ

とになった事件である問。この首謀者は明ら

かにされてないが，下回商人がそのメンバー

だったとも考えることができょう。

第2は，開港後も欠乏品売込人自身は下回

へ滞留し，その親類・縁者，または史料2下

線部の「身元↑造成者」を横浜へ向かわせたと

いうケースである。この場合，下回と横浜

は，江戸都市問屋商人が開港時に横浜屈を開

設したように，それぞれ各商家の本屈と支j苫

という間柄で結ぼれることになる。

実際，前述した藤木屋と阿波屋・大川屋聞

における債務問題が起こったのは，開港直後

の8月13日のことである問。藤木屋喜兵衛も

横浜町五丁目本町通に出屈していた63)ので

(図 2)，もし万太夫と善兵衛自身が横浜へ移

住したのであれば，藤木屋の口入人は下回で

はなく，横浜へ派遣されるべきであろう。他

方で，綿屋吉兵衛については，開港後の1860

年8月に下回から信州諏訪郡玉川村(長野県

茅野市玉川1)の寒天商白川高蔵家へ天草7箇

(112貫600匁相当)を販売していたことが明ら

かになっている64)。さらに表 1を見ると，立

野屋においては親戚の弁蔵が，橋本屋(忠兵

衛家)においては枠の藤吉が，それぞれ横浜

へ移住していた。

欠乏品売込人がどちらのケースの行動を採

択したのか，一概に決定づけることは極めて

難解なことではある。しかし，本稿では，以

上の理由から第 2のケースが適用されたと考

えたい。いずれにしても，家族と奉公人を含

めて40人弱の下回出身者が横浜に移住したこ

とは事実である。

さて，開港当初の横浜商人が取り扱ってい

た輸出品目とその幕府への申請時期を伝える

史料として安政 6年・文久 2年横浜商人

録J65)がある。そして，下回出身の商家で営

業品目を申請したのは，掲載順に，立野屋

(弁蔵)・橋本屋(忠兵衛)・立野屋(源助)・

浦賀屋・橋本屋(弥兵衛)・大川屋・阿波屋・

綿屋(喜兵衛)・綿屋(吉兵衛)の 9軒である。

開港以前の1859年3月に，すなわち下回商

人の横浜移住講願書が外国奉行水野忠徳へ受

領された時点で，彼らは，塗物，瀬戸物，小

間物，生糸，茶，食料，織物・呉服，紙など

を営業品目として申請している。そして，開

港後の同年下半期には，雑穀，水油，金物，

荒物，菜種などを追加して願い出ている。ま

た，彼らの中には，海草，石材木など豆ナ|、|名

産物を売り込む者も見られた。

ところが，同年の 9月下旬に三井横浜庖か

ら京本庖に出された手紙には，史料 3のよう

に書かれている 66)。

【史料3】

ー，市中商人之内，壱番多キハ塗物道具屋二

十軒余も有之，尤下回よりも十軒計引越参り

候処，下回にてハ相応ニ商ひも出来候得共，

当地ニてハ一向買取不申，一統困リ被居候

(後略)

この手紙によれば，開港直後の横浜市中で

一番居が多かったのは塗物屋であり， 20余軒

を誇っていたこと，その中には下回出身商人

10軒が含まれていたことがわかる。さらに，

下回においては塗物の売込が商いとして成立

していたものの，横浜開港後は全く塗物の買

取がつかず，一同が困り果てていると述べら

れている。

このような事態に至った原因は，下回商人

が横浜移住後の展望を設定し誤っていたこと

にある。史料 2の後半部には何れ彼地ニ

おいて欠乏品食料品売捌方為仕」と書いて

あったように，下回商人は，横浜開港の意義

が，通商の開始ではなく，単に下回港の代替

としての寄港地程度だと過小評価していたの
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である。事実，横浜で営業を申請した塗物，

瀬戸物，小間物，織物・呉服は，下回寄港時

の代表的な欠乏品であり，水油，蝋燭は日米

和親条約附録締結の際に船中入用品として指

定されていた品目である。下回商人が開港当

初に申請した営業品目を見ても，彼らが横浜

開港の位置付けを下回寄港の延長として捉え

ていることが理解できる。

折りしも，万延元年(1860)閏3月に発令さ

れた玉品江戸廻送令は，同年下半期に早くも

無力化し，文久元年(1861)の輸出額における

生糸の比率は約 3分の 2，生糸と茶の両品で

約85%を占めるに至った。これに対し，塗物

の占有率は同年において1.35%，翌年には

0.45%と極めて低位にあり，以降19世紀末期

まで 1%前後を占めるに留まる67)。こうし

て，横浜の輸出貿易における生糸の規定的性

格が開港後数年にて急速に強まっていくとと

もに68) 下回商人にとっては移住当初の目的

の修正が早急に要求された。

(2) 居留地貿易と世帯構成の変遷

そこで1860年代半ばになると，下回商人の

横浜居留地での活動はいわゆる f下回取引」

型から「横浜貿易」型に変貌を遂げるととも

に，彼らの世帯構成についても雇用関係を中

心に大きな転換期を迎えることになった。具

体的に人別帳から検討すると，表 1に見られ

るように，第 1に地所拝借入と唐支配人の関

係が，第 2に奉公人の雇用状況が大きく変化

したといえる。

まず，地所拝借入と匝支配人の関係につい

て述べると，下回商人のほとんどは1865年に

地所拝借入であるとともに，国元住宅人とし

て下回に居住していた。しかし翌年になる

と，綿屋吉兵衛，阿波屋万太夫，大川屋善兵

衛が地所拝借人の地位を降りて横浜の人別帳

から姿を消し，代わりに前年まで唐支配人の

綿屋政吉，阿波屋五兵衛，大川屋治助がそれ

ぞれ地所拝借入の座に位置するようになっ

15 

た。他方で，浦賀屋では地所持借入が幸助か

ら嘉助に代替わりするとともに，屋号も江一

屋と変更されている 69)。以上の点は，生糸売

込仲間が奏上した「規定連印之事J70)からも

全て確認することができる。

阿波屋は，橋本屋(弥兵衛家)とともに，

1860年代前半から生糸売込活動の展開を積極

的に開始した商家である。 1863年 8月の「横

浜生糸売込商人連盟書J71)によると，阿波屋

万太夫は「当時出荷有之J(当時生糸を出荷し

ていた)商人として，また橋本屋は「当時多

分出荷有之J(当時非常に多くの生糸を出荷し

ていた)商人として位置付けられている。同

年の上半期に橋本屋と阿波屋がジャーディン

=マセソン商会へ販売した生糸の売上高は，

それぞれ5，782ドノレ， 6，086ドソレに達する72)。

阿波屋の!吉支配人だった五兵衛は，後に売

込商支配体制を築いた吉村屋幸兵衛73) と同

郷の上州勢多郡新川村(群馬県勢多郡新里村

新川)を出身地としている74)。藤本賞也によ

ると， r~可波屋金子玉兵衛」なる人物は横浜開

港まで八王子で繭生糸商を営業しており，幸

兵衛はその玉兵衛の話を聞きつけて上州を出

奔し，開港まで彼の厄介になっていた75)。こ

のことから人別帳」の阿波屋五兵衛はこの

金子玉兵衛であると考えられる。

綿屋は，居支配人政吉が地所拝借人となっ

た頃から生糸輸出とともに綿製品の輸入に力

を注ぎ始めた商家である。綿屋は， 1864年下

半期にジャーディン二マセソン商会へ生糸を

4，788ドル販売するとともに，金巾3，500ドノレ

を購入していた76)。人別帳によると，政吉の

出身地は武州高麗郡川越町(埼玉県川越市)

または川越周辺の永田村(埼玉県飯能市永田)

である77)。開港後の武川|では輸入綿糸・綿布

の国内市場への普及を背景として，入間・所

沢を中心に新興の綿織物産地が発生してい

た78)。洋物引取商として活路を見出していき

たい綿屋にとって，綿織物産地出身の政吉を

庖支配人に据えたことは，非常に妥当であっ



たと考えられよう。

慶臆3年(1867)9月，橋本屋と綿屋は荷為

替組合79)に加盟し，日利人という生糸の品

質を検査する役職に就任した。さらに橋本屋

は，茶売込人惣代行事にも加盟していた80)。

こうして橋本屋と綿屋は，幕末・維新期にそ

れぞれ売込商・引取商の中枢に位置していく

することとなった。

第2に，奉公人の雇用状況と出身地との関

係について触れることにしよう。表 lによる

と，下回商人に雇用された召仕は，請人を通

じて横浜に移住してきており，下回商人の横

浜屈では，当初下回出身の男子召仕が大勢を

占めていたと判断できる。

図3は，表 1のうち特定の人物と断定でき

る請人と!苫支配人・召仕との関係を図解した

ものである。両者の聞には，連鎖関係が働い

ていたことが一目でわかる。換言

すれば，ある請人を通じて横浜へ

移住した人物が，今度は自身が請

人となって新たな庖支配人や召仕

を迎えるという順送り的なシステ

ムが構築されていたわけである。

具体的に見ていくことにしよ

う。図 3によると，史料 1で移住

を願い出て橋本屋の借家人となっ

た立野屋弁蔵は，同じく下回出身

の地所拝借人であった伊豆屋冨太

郎を請人としていた。伊豆屋富太

郎は，人別帳によると国元住宅人

ではなく，実際に横浜に居住した

地所拝借入で，橋本屋の唐支配人

勝蔵の請人をも引き受けていた。

そして勝蔵自身は，阿波屋五兵衛

の請人を務めている。

他方で弁蔵は，立野屋の1苫支町

仕として従事している。吉太郎は，大川屋の

召仕彦八の請人を担っていた。大川屋では，

庖支配人の治助が箱根畑宿(神奈川県足柄下

郡箱根町畑宿)出身で，横浜町一丁目に居住

していた六左衛門を請人としていた。大川屋

は，橋本屋・阿波屋と比較して生糸輸出に消

極的な商家である。したがって， 1860年代半

ばにおいても依然として塗物渡世を継続して

いたと思われる。そのようであれば，大川屋

が塗物を特産物とする相州出身者で占められ

ていたことも車内f尋できょう 81)。

こうして，下回・相州出身者に基づく人脈

が形成されていくのと並行して，同時期の橋

本屋と阿波屋では上州出身者による人脈の成

立が見られるようになった。図 3によると，

阿波屋玉兵衛は，上州山田郡桐生新町(群馬

県桐生市)出身である橋本屋の唐支配人定七

橋本屋
豆州出身 伊豆屋

上州出身 相州出身

人である吉太郎と下回出身の召仕

4人の請人となっていた。 4人の

うち 2人は1865年までに伊豆屋

の，残る 2人は66年に橋本屋の召

出典) 小野忠秋家文書「五丁目人別帳J 1865~66 (元治2~慶懸2) 年(横浜開港資料館蔵 番号1~2) 。
註) 矢印の起点側の人物は請人を、終点側の人物は唐支配人 奉公人を表す。

矢印の実線は請人と奉公人における1865年時点目関係を 破線は1866ifからの関係を示す。

図3 横浜における下回商人の世帯構成員を主とした
請人と庖支配人・召仕との連鎖関係 (1865~66年)
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の請人となっていた。また，玉兵衛と同郷で

ある阿波屋の召仕3人は，同じく同郷の吉村

屋幸兵衛とその番頭百助を請人とした。さら

に，立野屋弁蔵が請人を引き受けた橋本屋の

否仕助八も，上州出身者で、あった。

表 1からもわかるように，上州・野州・武

州出身者の召仕は，豆州・相州出身のそれと

比較して30歳以上の者が多く占められてい

る。実際，両者の平均年齢を 2箇年平均で求

めてみると，上州出身者が30.6歳に対して下

回出身者は24.4歳と 6年もの差が見られ

る。

吉村屋幸兵衛の書簡を見ると，生糸・蚕種

の価格や産地の買付に関わる情報が，横浜庖

と上州大間々町にある本屈との問で頻繁に交

換されていたことがわかる。実際，直接生糸

の仕入れにあたったのは，幸兵衛をはじめ番

頭百助に代表される従業員たちであった82)。

したがって橋本屋や阿波屋の召仕たちも，ロ

ウアー・クラスの年季奉公人と捉えるより

は，むしろ上州生糸産地と密接な関係を持つ

キャリアの営業担当で、あったと考えられる。

石井寛治によると，ジャーディンニマセソ

ン商会の事例に関する限り， 1860年度から大

規模に展開した外商の前貸による産地買付

は，ほぼ1864年度限りで挫折している。他方

で， 1860年代半ばには，幕府による生糸出荷

制限が解除され，横浜市場には生糸が殺到し

て競争が激しくなり，その価格が上昇の一途

を続いていた83)。すなわち，元治年間

(l864~65) は，生糸輸出において外商の前貸

による産地買付方式から，荷主が横浜へ出荷

してきた生糸を売込商が外商へ売り込むとい

う現金仕入方式への移行期と言われている。

橋本屋・阿波屋がこの転換期に外商の生糸仕

入先として台頭してきたのは，その従業員を

産地出身者で構成し，横浜へ生糸を出荷する

荷主との関係を強化したからと言えよう。

以上より，下回商人横浜屈における唐支配

人と奉公人の雇用状況をまとめると，次のと

~ 17 

おり集約される。下回商人の中では，橋本

屋・阿波屋のように1860年代半ばまでにその

世帯構成を下回出身者から上州・武州出身者

にシフトさせる商家が出現した。彼らは，経

営の転換に合わせて対象商品の供給地を出身

地とする人々を眉支配人や奉公人として採用

するようになった。さらに，綿屋のように横

浜庖の経営を唐支配人に譲渡し，貿易活動か

ら手を引く地所拝借入も登場した。こうした

背景には，下回商人の貿易活動が塗物売込か

ら生糸売込へ，あるいは売込商から引取商へ

と転換したことが挙げられる。

他方で，立野屋・大川屋などの商家では，

従来どおり欠乏品を中心とする売込活動を継

続させ，依然として下回出身者で構成されて

いた。しかし，橋本屋忠兵衛と大川屋治助の

名前は，明治元年(1868)9月~翌年 3月の作

成とされる横浜商人録「浜の真砂」から既に

消滅していた84)。これらの商家は，維新直後

の早い時点に，横浜から撤退したと言えよ

う85)。

N.おわりに

開港初期における横浜町玉丁目には，江戸

や武州の出身者に続いて，豆州下回出身者が

多く居住していた。従来，この時期に横浜へ

進出してきた商人は，幕府によって半強制的

に勧誘された江戸都市問屋商人層と，冒険投

機を目的とした地廻経済圏出身の在郷商人層

とに区分されてきた。しかし，下回出身商人

は開港までのキャリアから判断して，従来の

枠組とは一線を画す存在にあった。

豆州下田町は，近世を通して南海路を航行

する船舶の風待ち港や薪水・食料を補給する

寄港地として位置付けられてきた。それに加

えて19世紀以降，豆州産の天草や海産物の取

引が増大し，全国市場の中に組み込まれるよ

うになると，下回商人による新興の廻船問屋

や船宿の発展が見られるようになった。

1854年に日本が開国し，下回が欠乏品の補



給港に指定されると，こうした下田町内の有

力商人は欠乏品売込人に任命され，外国人に

薪水・食料だけでなく，塗物・瀬戸物・小間

物などを独占的に販売する機会を得た。しか

し，開国以降の度重なる課税や甲寅大津浪に

よる被害のために，彼らの借財は急増するよ

うになり，町内の財政も一挙に逼迫した。

1858年の日米修好通商条約の締結により，

翌年からの横浜開港および下回鎖港が決定さ

れると，欠乏品売込人を中心とする下回商人

は，横浜貿易での売上金を積立して，下田町

内の借財返済および復興資金に充填させるた

めに横浜への移住を決意した。彼らは，開港

と同時に横浜町五丁目弁天通に居住するが，

和親条約に基づく「下回取引」と通商条約に

基づく「横浜貿易」では売込手段の相違が歴

然としていた。開港直後から生糸輸出は輸出

総額の大勢を占めるようになった一方，欠乏

品の典型であった塗物輪出のシェアはとるに

たらないほどで、あった。そのため，彼らの展

望は早くも修正を要されることになった。

そこで， 1860年代半ばまでに欠乏品に替え

て生糸・茶の売込を開始したり，売込商から

引取商へ転換した下回商人は，同時に1苫支配

人と奉公人の採用についても，下回・相州出

身者のネットワークから脱却して，上州・武

州出身者のネットワークの中に積極的に参入

していくようになった。これに対して，従来

どおり欠乏品の売込を行ってきた下回商人

は，依然として下回・相州出身の奉公人を採

用していたが，維新期までに横浜からの撤退

を余儀なくされた。

つまり，下回欠乏品売込人の中でも，幕末

から明治初期にかけて横浜商人の中枢に位置

していくためには，流通面に限らず，労働力

の面でも生糸や綿製品の産地と密接な関係を

築くことが重要だ、ったのである。

(慶磨、義塾大学大学院・院生)

〔付記〕

本稿は， 2000年度人文地理学会大会一般研究

発表 (2000年11月12日，於立命館大学)，第70四

社会経済史学会全国大会自由論題報告 (2001年5

月19日，於上智大学)，第44回歴史地理学会大会

自由論題研究発表 (2001年6月30日，於道都大

学)， Paper Sessions， 26th Annual Meeting 

of the Social Science History Association 

(November 15，笈1O1， Palmer House， Chicago) 

の報告内容を加筆・修正したものである。大会

報告および本稿の作成にあたっては，杉山伸也

教授，杉浦章介教授(以上，慶磨、義塾大学)， Dr. 

Mary Louise N agata但∞led田 HautesEtudes 

en Sciences Sociales)よりご指導を頂いた。ま

た史料の調査および閲覧に際しては，横浜開港

資料館，豆州下回郷土資料館，沼津市歴史民俗

博物館，財団法人三井文庫， Cambridge 

University Libraryに多大なご助力を賜った。

この場を借り，記して謝意を表したい。なお，

本稿は財団法人鈴渓学術財団2000年度研究助成
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Merchant Migration at the Opening of the Ports: 

A Case Study of the Shimoda Merchants in Y okohama 1854-1867 

Shuntaro Washizaki 

The purpose of this article is to investigate the migration process and the role of the 

Shimoda trademerchants who migrated to Y okohama and to clarify the relationship between 

traded goods and the origins of servants employed in the merchants' families. 

The most useful document for demographic research of Tokugawa Japan is the population 

r昭isters，“ShumonAratame Cho." Research on marriage and fertility has made remarkable 

advances during the past 30 years. On the contrary， there is little research on migration. 

Most of the research on migration has focused on village data while urban communities 

have hardly been studied. The data for this article largely comes from two data sets. One 

is the population register for downtown Y okohama，“5 chome Nin betsucho" (1865-1866) 

found in Y okohama Archives of History. The second is the historical documents for Shimoda 

city found in“The History of the City of Shimoda" or“Shimoda-shi Shi." 

Shimoda， in Izu province， was the first port opened to foreign ships in modern J apan 

immediately after the signing of the 1854 Treaty of Peace and Amity between J apan and 

the US. The ships were supplied with wood， water， provisions， coal and other articles 

as necessary. Furthermore， lacquer and ceramic ware were sold to them at the bazaar 

opened by the Shimoda merchants. 

Y okohama opened its ports for trade in 1859，出eyear that Shimoda closed， and the Shimoda 

merchants moved to Y okohama to export the same goods by employing servants from 

Shimoda as before. The demand for Japanese raw silk rapidly increased at this time while 

demand for lacquer ware stagna舵d. Some merchants， therefore， converted their mercantile 

activities to exporting raw silk or importing cotton products by employing servants from 

silk ree1ing and cotton fabric production regions such as Kozuke or Musashi province. 

To the contrary， the merchants who continued to engage in lacquer ware export by employing 

Shimoda servants were forced to move out of Y okohama by the late 1860s. 

These results lead us to the conclusion that it was crucial for trade merchants in Y okohama 

to establish a connection with textile production D昭ions，not only in the aspect of commercial 

networks， but also in the labor market as well in order to hold an advantageous position. 

Key words: the opening of the ports， migration， Y okohama trade merchants， Shimoda， 

raw silk export 
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